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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２本の導線（３ａ～３ｃ）の導線端（２ａ～２ｃ）を供給するための供給装
置（１）と、前記導線（３ａ～３ｃ）を撚り合わせるために回転することができるように
取り付けられた撚り合わせヘッド（４）と、を備え、
　前記供給装置（１）は、前記導線端（２ａ～２ｃ）を保持固定するための第１の保持固
定顎（５ａ～５ｆ）を有し、
　前記撚り合わせヘッド（４）は、前記導線端（２ａ～２ｃ）を保持固定するための第２
の保持固定顎（６ａ，６ｂ）を有し、
　前記供給装置（１）および前記撚り合わせヘッド（４）は、前記第１の保持固定顎（５
ａ～５ｆ）および前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）が互いに対向して配置される受け
渡し位置に、互いに対して移動することができ、
　保持固定位置の前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）は、互いに対して移動することが
でき、保持固定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間の距離（ａ）を変えることができるよ
うになっている、
　撚り合わせ装置であって、
　制御装置（７）が、前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）用の駆動装置（８）に接続さ
れており、前記制御装置（７）は、前記駆動装置（８）を制御するために設けられており
、保持固定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間の前記距離（ａ）は、前記撚り合わせヘッ
ド（４）に渡される前に調整可能な値に調整されるようになっている、
　ことを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撚り合わせ装置であって、
　完全に開いた前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の間の中間領域が、前記保持固定さ
れた前記導線端（２ａ～２ｃ）間の前記距離を変えるための移動方向（Ａ）に、前記導線
端（２ａ～２ｃ）を保持固定するための前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の保持固定
方向（Ｂ）の少なくとも２倍延びていることを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の撚り合わせ装置であって、
　完全に開いた前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の間の前記中間領域は、前記保持固
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定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間の前記距離を変えるための移動方向（Ａ）に、前記
供給装置（１）に規定されている前記導線端（２ａ～２ｃ）の直径（ｄ）の少なくとも２
倍大きいことを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　完全に開いた前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の間の前記中間領域は、前記保持固
定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間の前記距離を変えるための移動方向（Ａ）に、少な
くとも９ｍｍの寸法であることを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）は、互いに向き合った保持固定面（９ａ、９ｂ）
を有し、
　前記保持固定面（９ａ、９ｂ）は、
　ａ）本質的に平坦、または
　ｂ）それぞれ１つの前記導線端（２ａ～２ｃ）を収容するための２つ以上の半殻形状の
溝を備える
　ことを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　保持固定位置の前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｄ）は互いに対して移動することがで
き、保持固定された２本の前記導線端（２ａ、２ｂ）間の前記距離（ａ）を変えることが
できるようになっていることを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　保持固定位置の前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）は互いに対して移動することがで
き、保持固定された３本の前記導線端（２ａ～２ｃ）間の前記距離（ａ）を変えることが
できるようになっていることを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）は、前記導線端（２ａ～２ｃ）を保持固定するた
めに互いに対して移動することができるように取り付けられていることを特徴とする撚り
合わせ装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）は、保持固定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間
の前記距離（ａ）を変えるために、保持固定位置に影響を与えることなく互いに対して回
転することができるように取り付けられていることを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の撚り合わせ装置であって、
　前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）は互いに向き合った保持固定面を有し、前記保持
固定面は、
　ｃ）本質的に平坦、または
　ｄ）それぞれ１つの前記導線端（２ａ～２ｃ）を収容するための３つ以上の半殻形状の
溝を備える
　ことを特徴とする撚り合わせ装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の撚り合わせ装置であって、
　前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）は、前記導線端（２ａ～２ｃ）を保持固定するた
めに互いに対して移動することができるように取り付けられていることを特徴とする撚り
合わせ装置。
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【請求項１２】
　第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）を備える供給装置（１）と、第２の保持固定顎（６ａ
，６ｂ）を備える撚り合わせヘッド（４）を備える撚り合わせ装置とによって、少なくと
も２本の導線（３ａ～３ｃ）を撚り合わせるための方法であって、
　前記供給装置（１）の前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の間に、前記導線（３ａ～
３ｃ）の導線端（２ａ～２ｃ）を保持固定する工程と、
　前記供給装置（１）を、前記供給装置（１）の前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）お
よび前記撚り合わせヘッド（４）の前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）が互いに対向し
て配置される前記撚り合わせヘッド（４）との受け渡し位置に移動させる工程と、
　前記導線端（２ａ～２ｃ）を前記撚り合わせヘッド（４）の前記第２の保持固定顎（６
ａ，６ｂ）の間に保持固定する工程と、
　前記供給装置（１）の前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）を開放する工程と、
　前記撚り合わせヘッド（４）を回転させることによって前記導線（３ａ～３ｃ）を撚り
合わせる工程と、
　を含む方法において、
　保持固定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間の距離（ａ）は、保持固定位置の前記第１
の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の動きによって調整可能な値に設定され、その後、前記導線
端（２ａ～２ｃ）を前記撚り合わせヘッド（４）の前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）
に保持固定する
ことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
　保持固定された前記導線端（２ａ～２ｃ）間の前記距離（ａ）に少なくとも２つの異な
る値を選択することができることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の方法であって、
　前記導線端（２ａ～２ｃ）は、前記供給装置（１）によって個々に順に捕捉され、保持
固定され、前記撚り合わせヘッド（４）によって全て同時に捕捉され、保持固定されるこ
とを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１２または１３に記載の方法であって、
　前記導線端（２ａ～２ｃ）は、前記供給装置（１）によって全て同時に捕捉され、保持
固定され、前記撚り合わせヘッド（４）によって全て同時に捕捉され、保持固定されるこ
とを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１２～１５のいずれか１項に記載の方法であって、
　前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の可変位置は前記導線端（２ａ～２ｃ）間の選択
された距離（ａ）に応じて調整され、その後前記導線端（２ａ～２ｃ）は保持固定され、
前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）は所定の固定位置に移動し、その後前記導線端（２
ａ～２ｃ）は前記撚り合わせヘッド（４）の前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）に保持
固定されることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１２～１５のいずれか１項に記載の方法であって、
　前記導線端（２ａ～２ｃ）を保持固定する前に、前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）
は所定の固定位置に移動し、前記第１の保持固定顎（５ａ～５ｆ）の前記可変位置は、前
記導線端（２ａ～２ｃ）間の選択された距離（ａ）に応じて調整され、その後前記導線端
（２ａ～２ｃ）は前記撚り合わせヘッド（４）の前記第２の保持固定顎（６ａ，６ｂ）に
保持固定されることを特徴とする方法。
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